
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「毎月勤労統計調査（平成

第 2・第

 ●賃⾦
 

 ●労働時間

●昨年の統計では、前年に⽐べ、所定内労働時間、所定外労働時間が
減少している一方、所定内給与と所定外給与が共に、増加しています。

 
●背景には、最低賃⾦の上昇や社会全体としての労働⼒不⾜などの影響を受け、

時間単価が上昇していることがうかがえます。そして、今後も時間単価の上昇
が
対応すると共に、より一層の企業努⼒が必要になることと思われます。
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特別に支払われた
現⾦給与総額
 注：調査産業計、事業所規模

今回のあおぞらレターは、厚⽣労働省より発表された「毎⽉勤労統計調査（平成
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毎月勤労統計調査からみる労働時間と賃⾦について
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その他の詳細やご不明な点は弊所担当までお問い合わせください。
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が予想されます。企業としては、全体の労働時間を削減しつつ、より良い
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